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訓

令

甲

〇
宮
城
県
訓
令
甲
第
三
十
三
号

　

食
品
衛
生
法
等
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
三
年
五
月
三
十
一
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　
　
　

�

食
品
衛
生
法
等
取
扱
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

　

食
品
衛
生
法
等
取
扱
規
程
（
昭
和
二
十
九
年
宮
城
県
訓
令
甲
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
第
一
項
中
「
第
六
十
七
条
第
一
項
」
を
「
第
六
十
七
条
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
第
一
項
中
「
第
五
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
五
十
五
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
別
表
第
四
」

を
「
別
表
第
二
か
ら
別
表
第
四
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
場
合
」
の
下
に
「（
条
例
別
表
第
三
第
一
号
ロ
又

は
同
表
第
四
号
ヘ
に
掲
げ
る
施
設
基
準
に
該
当
す
る
場
合
を
除
く
。）」
を
加
え
る
。

　

第
三
条
の
見
出
し
中
「
許
可
指
令
」
を
「
許
可
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
指
令
書
」
を
「
許
可
証
又
は
不
許
可

指
令
書
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
許
可
指
令
書
」
を
「
許
可
証
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
第
一
項
中
「
許
可
」
の
下
に
「
及
び
届
出
の
受
理
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
許
可
業
種
」
を
「
施

設
及
び
営
業
の
種
類
」
に
、「
管
理
番
号
」
を
「
許
可
番
号
又
は
届
出
番
号
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号
中
「
第
五
条
第

一
項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
、「
第
六
十
七
条
第
二
項
」
を
「
第
六
十
七
条
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
又
は
」

を
「
、」
に
、「
第
七
十
一
条
ま
で
」
を
「
第
七
十
条
ま
で
又
は
第
七
十
一
条
」
に
改
め
る
。

　

第
五
条
の
見
出
し
中
「
営
業
設
備
の
大
要
」
を
「
施
設
の
構
造
及
び
設
備
を
示
す
図
面
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
六

十
七
条
第
一
項
第
五
号
」
を
「
第
六
十
七
条
第
五
号
」
に
、「
と
は
、」
の
下
に
「
施
設
の
構
造
及
び
」
を
加
え
る
。

　

第
六
条
第
一
項
中
「
第
五
十
四
条
、
第
五
十
五
条
第
一
項
又
は
第
五
十
六
条
」
を
「
第
五
十
九
条
、
第
六
十
条
第
一

項
又
は
第
六
十
一
条
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
第
一
号
中
「
第
九
条
、
第
十
条
、
第
十
一
条
第
二
項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
、
第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
、

第
十
三
条
第
二
項
」
に
改
め
、「
第
十
八
条
第
二
項
」
の
下
に
「
若
し
く
は
第
三
項
」
を
加
え
、「
若
し
く
は
第
五
十
条

第
三
項
」
を
「
、
第
五
十
条
第
二
項
、
第
五
十
一
条
第
二
項
、
第
五
十
二
条
第
二
項
若
し
く
は
第
五
十
三
条
第
一
項
」

に
、「
第
八
条
第
一
項
」
を
「
第
九
条
第
一
項
」
に
、「
第
五
十
一
条
」
を
「
第
五
十
四
条
」
に
、「
第
五
十
二
条
第
三
項
」

を
「
第
五
十
五
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
第
五
十
二
条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
三
号
」
を
「
第
五
十
五

条
第
二
項
第
一
号
又
は
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
四
号
中
「
第
五
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
五
十
五
条
第
三
項
」
に

改
め
る
。

　

第
八
条
第
一
号
中
「
第
五
十
条
第
三
項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
、
第
五
十
条
第
二
項
、
第
五
十
一
条
第
二
項
、
第
五

十
二
条
第
二
項
又
は
第
五
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
号
イ
中
「
第
十
一
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第

十
八
条
第
二
項
」
を
「
第
十
三
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
十
八
条
第
二
項
若
し
く
は
第
三
項
」
に
改
め
、
同
号

ロ
中
「
第
五
十
一
条
」
を
「
第
五
十
四
条
」
に
、「
第
五
十
二
条
第
三
項
」
を
「
第
五
十
五
条
第
三
項
」
に
改
め
、
同

条
第
四
号
イ
中
「
第
九
条
、
第
十
条
」
を
「
第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
第
八
条
第
一
項
」

を
「
第
九
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

第
十
二
条
を
削
る
。

　

第
十
三
条
の
見
出
し
中
「
営
業
許
可
継
続
者
」
を
「
営
業
許
可
更
新
者
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
省
令
第
六
十

七
条
第
二
項
の
」
を
削
り
、「
十
四
日
前
ま
で
に
」
の
下
に
「
営
業
許
可
の
更
新
を
」
を
加
え
、
同
条
を
第
十
二
条
と

す
る
。

　

第
十
四
条
中
「
第
八
条
第
二
号
」
を
「
第
四
条
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
す
る
。

　

第
十
五
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

　

第
十
六
条
第
一
項
中
「
第
五
十
八
条
第
一
項
」
を
「
第
六
十
三
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

様
式
第
一
号
中
「

管
理
番
号

」
を
「

許
可
番
号

」
に
、
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「
食
品
営
業
施
設
に
つ
い
て
調
査
し
た
と
こ
ろ
，
下
記
の
と
お
り
で
す
。

を

調
査

項
目

・　
　
・

・　
　
・

・　
　
・

１
施
設
は
適
当
な
位
置
に
あ
り
，
使
用
目
的
に
適
し
た
大
き
さ
及
び
構
造
か

２
床
，
壁
，
天
井
は
，
清
掃
し
や
す
い
構
造
・
材
質
で
あ
る
か
，
施
設
内
の
採

光
，
照
明
及
び
換
気
は
十
分
か

３
施
設
内
に
適
当
な
手
洗
い
設
備
及
び
そ
の
他
の
洗
浄
設
備
が
あ
る
か

４
食
品
を
取
り
扱
う
場
所
の
周
囲
は
清
掃
し
や
す
い
構
造
で
，
か
つ
適
度
な
勾

配
が
あ
り
，
適
切
に
排
水
で
き
る
か

５
食
品
の
種
類
及
び
そ
の
取
扱
い
方
法
に
応
じ
て
十
分
な
大
き
さ
及
び
数
の
設

備
，
機
械
器
具
が
あ
る
か

６
動
か
し
難
い
設
備
，
機
械
器
具
は
，
食
品
の
移
動
を
最
小
限
度
に
す
る
よ
う

適
当
な
場
所
に
配
置
さ
れ
て
い
る
か

７
設
備
，
機
械
器
具
は
，
容
易
に
清
掃
で
き
る
構
造
か

８
機
械
器
具
を
衛
生
的
に
保
管
す
る
設
備
が
あ
る
か

９
機
械
器
具
は
常
に
適
正
に
使
用
で
き
る
よ
う
整
備
さ
れ
て
い
る
か

10
食
品
を
加
熱
，
冷
却
又
は
保
管
す
る
た
め
の
設
備
は
，
適
当
な
温
度
又
は
圧

力
の
調
節
設
備
が
あ
り
，
か
つ
常
に
使
用
で
き
る
状
態
に
整
備
さ
れ
て
い
る

か

11
給
水
設
備
は
適
当
な
位
置
及
び
構
造
で
，
飲
用
適
の
水
を
供
給
で
き
る
か
。

使
用
水
の
管
理
は
適
切
に
行
わ
れ
て
い
る
か

12
便
所
は
衛
生
的
な
構
造
で
，
常
に
清
潔
に
管
理
さ
れ
て
い
る
か

13
廃
棄
物
及
び
排
水
は
適
切
に
処
理
さ
れ
て
い
る
か
，
廃
棄
物
の
保
管
場
所
は

適
切
に
管
理
さ
れ
て
い
る
か

施
設
が
条
例
第
４
条
の
基
準
に
適
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
意
見

適　
・　
否

適　
・　
否

適　
・　
否

条
例
第
４
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
食
品
衛
生
上
支
障
な
い
も
の
と
認
め
ま
す
。

食
品
衛
生
監
視
員
の
氏
名

」
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「
食
品
営
業
施
設
に
つ
い
て
調
査
し
た
と
こ
ろ
，
下
記
の
と
お
り
で
す
。

に
改
め
る
。

調
査

項
目

調
査
日

：　
　

・　
　
　
・

調
査
日

：　
　

・　
　
　
・

１
食
品
衛
生
法
施
行
条
例
別
表
第
２
各
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合

し
て
い
る
か
。

適
・

否
適

・
否

２
同
別
表
第
３
各
号
に
掲
げ
る
営
業
ご
と
の
基
準
に
適
合
し
て
い

る
か
。

適　
　
・　
　
否　
　
・　
　
該
当
な
し

適　
　
・　
　
否　
　
・　
　
該
当
な
し

３
同
別
表
第
４
各
号
に
掲
げ
る
生
食
用
食
肉
又
は
ふ
ぐ
の
取
扱
い

に
係
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
か
。

適　
　
・　
　
否　
　
・　
　
該
当
な
し

適　
　
・　
　
否　
　
・　
　
該
当
な
し

施
設
が
条
例
第
３
条
の
基
準
に
適
す
る
か
否
か
に
つ
い
て
の
意
見

適
・

否
適

・
否

条
例
第
３
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
食
品
衛
生
上
支
障
な
い
も
の

と
認
め
ま
す
。

食
品
衛
生
監
視
員
の
氏
名

」

　

様
式
第
二
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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様
式
第
三
号
中
「第

52条
第
１
項

」
を
「第

55条
第
１
項

」
に
、「食

品
衛
生
法
施
行
条
例

（平
成
12年

宮
城
県
条

例
第
33号

）別
表
第
４
に
規
定
す
る
施
設
基
準
に
適
合
し
ま
せ
ん
。

」
を
「理

由

」
に
改
め
る
。

様
式
第
四
号
中
「

管
理
番
号

」
を
「

施
設
番
号

」
に
、「

申

請

者

」
を

「

申
請
（
届
出
）
者

」
に
、

「

承継者

承
継

年
月

日

を

住
所

氏
名

法
人
に
あ
つ
て
は
，
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

電
話
番
号

（

　
　

）

　
　
　

―

　
　
　
　
　

」

「

承継者

承
継

年
月

日
年　
　
月　
　
日

に
、

住
所
〒

氏
名

法
人
に
あ
つ
て
は
，
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

電
話
番
号

（

　
　

）

　
　
　

―

　
　
　
　
　

」

「

許可（新規・継続）

収
受

年
月

日
番

号

を
「

許可（届出）

収
受

年
月

日
番

号

に
改
め
る
。

決
裁

年
月

日
決

裁
年

月
日

許
可

年
月

日
指

令
番

号
許
可

（届
出

）年
月
日

許
可

（届
出

）番
号

許
可
有
効
期
間

許
可
有
効
期
間

発
送

年
月

日
発

送
年

月
日

新
規
で
受
け
た
許
可
の
年
月
日

」

新
規
許
可

（届
出

）の
年
月
日

」

　

様
式
第
五
号
中
「，

営
業
許
可

（登
録

）」
を
「，

営
業
許
可

（届
出

）」
に
、「許

可
指
令
番
号

（登
録
番
号

）」
を

「許
可
番
号

（届
出
番
号

）」
に
、「営

業
許
可

（登
録

）を

」
を
「営

業
許
可

（届
出
受
理

）を

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
七
号
中
「宮

城
県

（　
　

）指
令
第

　
　

号

」
を
「　
　
　

第

　
　

号

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
八
号
中
「を

禁
止
し
ま
す

」
を
「の

禁
止
を
命
じ
ま
す

」
に
、

様
式
第
２
号
（
第
３
条
関
係
）

許
可
番
号
　
第
　
　
　
　
　
　
号

営
業

許
可

証

�
住
所
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
氏
名
（
法
人
に
あ
つ
て
は
，
名
称
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
食
品
衛
生
法
（
昭
和
22年
法
律
第
233号

）
第
55条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
，
下
記
の
と
お
り
許
可
し
ま
す
。

　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日

�
宮
城
県
　
　
　
　
保
健
所
長
　
　
　
　
印
　
　

記

１
　
許
可
の
種
類

　
　
　
　
　
　
　
　
業
（
　
　
　
　
）

２
　
営
業
所
の
所
在
地

３
　
営
業
所
の
名
称
，
屋
号
又
は
商
号

４
　
営
業
許
可
の
有
効
期
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
月
　
　
日
か
ら
　
　
年
　
　
月
　
　
日
ま
で

５
　
許
可
の
条
件

６
　
特
記
事
項

（
教
示
）

　
１
�　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

３
か
月
以
内
に
，
宮
城
県
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ
し
，
処
分
が
あ
つ
た
こ

と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
か
月
以
内
で
あ
つ
て
も
，
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を

経
過
し
た
と
き
は
，
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　
２
�　
こ
の
処
分
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
，
こ
の
処
分
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

６
か
月
以
内
（
こ
の
処
分
に
つ
い
て
の
審
査
請
求
を
行
つ
た
場
合
に
は
，
審
査
請
求
の
裁
決
が
あ
つ
た
こ
と
を

知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
）
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
宮
城
県
を
代
表

す
る
者
は
宮
城
県
知
事
と
な
り
ま
す
。），
こ
の
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
だ

し
，
処
分
又
は
裁
決
が
あ
つ
た
こ
と
を
知
つ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
か
月
以
内
で
あ
つ
て
も
，
処
分
又

は
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
し
た
と
き
は
，
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が

で
き
な
く
な
り
ま
す
。



（5）　令和３年５月31日　月曜日 号外第26号宮　　城　　県　　公　　報

「　
　
　

営
業
許
可
の
番
号
お
よ
び
年
月
日　

　
　
　
　

宮
城
県

（　
　

）指
令
第

　
　

号

」
を
「　
　
　

営
業
許
可

（届
出

）の
番
号
お
よ
び
年
月
日

　

　
　
　
　
　
　

第

　
　

号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
九
号
中
「を

停
止
し
ま
す

」
を
「の

停
止
を
命
じ
ま
す

」
に
、

「　
　
　

営
業
許
可
の
番
号
お
よ
び
年
月
日

　

　
　
　
　

宮
城
県

（　
　

）指
令
第

　
　

号

」
を
「　
　
　

営
業
許
可

（届
出

）の
番
号
お
よ
び
年
月
日

　
　
　
　
　
　

第

　
　

号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
一
号
か
ら
様
式
第
十
三
号
ま
で
の
規
定
中
「第

54条

」
を
「第

59条

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
四
号
中
「第

56条

」
を
「第

61条

」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
十
五
号
中
「環

境
生
活
部
食
と
暮
ら
し
の
安
全
推
進
課
長

（殿

）」
を
削
り
、「食

と
暮
ら
し
の
安
全
推
進
課

長

（殿

）」
に
、
「

許
可
年
月
日
指
令
番
号

」
を
「

許
可

（届
出

）

年
月
日
番
号

」
に
、

「

廃
棄

命
令

品
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
禁
止　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
品
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
販
売
停
止　
　
　
　
　
　
　
改
善
命
令

　
　
　
　
　
　
　
　
営
業　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
数
量

数
量　
　
　
　
　
　
　
　
　
停
止

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年　
月　
日
か
ら　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
間

換
価　
　
　
円　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年　
月　
日
ま
で

」
を

「

廃
棄

命
令

品
名　
　
　
　
　
　
　
　
　
禁
止　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
品
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
販
売
停
止　
　
　
　
　
　
　
改
善
命
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
数
量

数
量　
　
　
　
　
　
営
業　
停
止

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年　
月　
日
か
ら　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
間

換
価　
　
　
円　
　
　
　
　
一
部
停
止

（

　
　

）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
年　
月　
日
ま
で

」
に
、

「

法
第
54条

法
第
55条
第
１
項

法
第
56条

」
を

「

法
第
59条

法
第
60条
第
１
項

法
第
61条

」
に
、「日

本
工
業
規
格

」
を
「日

本
産
業
規
格

」
に
改
め

る
。

　
　
　
附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
前
の
食
品
衛
生
法
等
取
扱
規
程
の
規
定
に
よ
る
諸
様
式
で
取
扱
い
上
著
し
く
支
障
の
な
い
も
の
に
つ
い
て

は
、
当
分
の
間
、
改
正
後
の
食
品
衛
生
法
等
取
扱
規
程
の
規
定
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。
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